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１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

エアフライトジャパン株式会社所属パイパー式ＰＡ ２８Ｒ ２０１型ＪＡ４１９２- -

） 、は、平成１１年３月４日（木 、試験飛行のため、鹿部飛行場から離陸した。同機は

飛行中、１４時０３分ごろエンジンが不調となった旨を緊急通信し、さらにエンジン

停止、不時着水する旨を緊急通信した後、１４時１０分ごろ不時着水し、消息を絶っ

た。

同機には、機長ほか同乗者２名計３名が搭乗していたが、３月５日に２名が、３月

７日に１名が、それぞれライフジャケットを装着して海上を漂流中、遺体で発見され

た。

４月１７日、室蘭市地球岬南西の海底に機体が沈んでいるのが発見され、４月２１

日、機体が揚収された。

同機は、水没したが、火災は発生しなかった。



１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空事故調査委員会は、平成１１年３月５日、本事故の調査を担当する主管調査

官ほか２名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2 調査の実施時期

平成１１年３月 ５ 日～ ７ 日 現地調査

４月２１日～２４日 機体揚収及び機体調査

６月２１日 エンジン分解調査

６月２４日 プロペラ分解調査

平成１１年７月 ５ 日 ジョイント・チューブの破面調査

～平成１２年５月２９日

平成１１年９月２９日 飛行調査

平成１２年４月１０日 燃料系統の付加計測器の振動に関す

る調査

1.2.3 原因関係者からの意見聴取

意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

ＪＡ４１９２は、エアフライトジャパン株式会社（以下「Ａ社」という ）が発注者。

（以下「Ｂ社」という ）から請け負った小型航空機のエンジン各部温度測定及び飛行。

特性調査の一環として、温度等計測装置（2.11.2及び2.12.3参照）を装着し、試験飛

行計画書（付図６参照）に沿って寒冷時におけるエンジンの実機による温度等計測を

行う目的で、平成１１年３月４日、鹿部飛行場から離陸し、内浦湾上空（森空域）で、

試験飛行を実施する予定であった。

飛行計画が提出されるまでの経過は、鹿部飛行場内にあるＡ社の運航関係者及び整

備士によると、概略次のとおりであった。

午前０９時ごろから、整備士及びＢ社社員により同機及び温度等計測装置の外

観目視点検が行われ、異常のないことが確認された後、地上での計測試験が実施

された。その後、機長、整備士及びＢ社社員２名は、試験飛行の実施計画につい



て打ち合わせを行った。

同機は、機長及び整備士により飛行前点検が行われた。１３時ごろ、機長は、

飛行計画をＡ社の運航管理課を経由して、函館空港事務所に提出した。

飛行計画の内容は、次のとおりであった。

出発飛行場：鹿部飛行場、移動開始時刻：１３時４０分、巡航速度：１２０

、巡航高度：ＶＦＲ、使用空域：森、目的飛行場：鹿部飛行場、所要時間：kt

１時間３０分、飛行目的：その他の飛行（試験 、持久時間で表された燃料搭）

載量：５時間００分、搭乗者数：３名

その後、事故に至るまでの経過は、Ａ社の運航関係者によれば、概略次のとおりで

あった。

１３時３０分ごろ、鹿部フライトサービス（鹿部飛行場の飛行援助無線局、以

下「フライトサービス」という。）は、機長からの要求に対して「使用滑走路

２５、風向３３０°、風速１４ 、ガスト２４ 、ＱＮＨ２９.９５ 」の旨kt kt inHg

を送信した。

同機は、前席左側に機長、後席にＢ社社員２名が同乗し、１３時３８分ごろ、

鹿部飛行場の滑走路２５から離陸し、砂原に向け飛行した。

１３時４４分ごろ、フライトサービスは、機長から「砂崎上空４,５００ 、ft

５,０００ に上昇します、砂原と室蘭の中間付近に向かいます。」の旨を受信ft

した。

離陸してから２５分後の１４時０３分ごろ、フライトサービスは、機長から

「４１９２アクチュアル・エンジン・フェイラー、鹿部の北東１２ 、３,００nm

０ 」の旨を受信、続いて１４時０５分ごろ 「ＪＡ４１９２エンジン停止、ft。 、

陸岸まで届きません。ディッチングします。砂崎へ向けます。１,０００ ロスft

ト 」の旨を受信した。更に１４時０６分ごろ、森空域及び豊浦空域で訓練飛行。

中のＡ社所属の２機、ＪＡ５３１４及び４１９３は、機長から「５３１４、４１

９３、砂崎と室蘭の中間、２,０００ 」の旨を受信した。ft

その後、フライトサービスは、同機を呼び出したが、応答はなかった。

３月５日１０時ごろ、巡視船により、ライフジャケットを装着して、海面を漂流して

いた２名の遺体が発見され、３月７日１３時ごろ、残る１名の遺体も発見された。

４月１７日、海底に沈んでいた機体が発見され、４月２１日、機体が揚収された。

事故発生場所は、北海道室蘭市地球岬から南西の内浦湾海上で、事故発生時刻は、

３月４日１４時１０分ごろであった。

（付図１及び写真１、２参照）



２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

機長及び同乗者２名計３名が死亡した。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

2.3.1 損壊の程度

中 破

2.3.2 航空機各部の損壊の状況

胴 体

胴体底部 変形、損傷

機 首

エンジンカウリング前方下部 欠損

降着装置

前脚及び左右主脚ホイール 腐食、損傷

左右主脚ドアヒンジ部 破損

主 翼

右翼前縁部 変形、損傷

左翼前縁部、左翼フラップ及び左翼エルロン 変形、損傷

エンジン

エンジン駆動燃料ポンプ 腐食、損傷

オイルサンプ・アセンブリー 腐食、損傷

燃料系統の付加計測器の接続配管

（以下「ジョイント・チューブ」という ） 破断。

２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

無 し

２.５ 航空機乗組員等に関する情報

機 長 男性 ５０歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） 第９０３４４号

平成 ７ 年 ３ 月 ３ 日

限定事項 陸上単発機 昭和４６年１２月２４日

陸上多発機 昭和６２年 ６ 月 ４ 日

第１種航空身体検査証明書 第１１６９０１７７号

有効期限 平成１１年 ７ 月３１日



総飛行時間 １０,０２０時間２０分

最近３０日間の飛行時間 ２６時間０５分

同型式機による飛行時間 ７５９時間５１分

最近３０日間の飛行時間 ２６時間０５分

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 パイパー式ＰＡ－２８Ｒ－２０１型

製 造 番 号 ２８３７０５２

製造年月日 １９９０年 ５ 月１７日

耐空証明書 第東－１０－６２４号

有効期限 平成１１年１２月 ８ 日

総飛行時間 １,６０９時間３９分

定期点検 50 ､ 10 12 25 後の飛行時間 ３６時間１３分( )時間点検 平成 年 月 日実施

2.6.2 エンジン

型 式 ライカミング式ＩＯ－３６０－Ｃ１Ｃ６型

製 造 番 号 Ｌ－１７０８２－５１Ａ

製造年月日 １９７７年 ２ 月１８日

総使用時間 ３,９７３時間１２分

定期点検 50 ､ 10 12 25 後の使用時間 ３６時間１３分( )時間点検 平成 年 月 日実施

2.6.3 重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２,５９０ 、重心位置は９０.８５ と推算され、いずlb in

れも許容範囲（最大離陸重量２,７５０ 、事故当時の重量に対応する重心範囲lb

８５.８～９１.５ ）内にあったものと推定される。in

2.6.4 燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００、潤滑油はピストン・エンジン用フィリップス

（２０Ｗ５０）であった。

２.７ 気象に関する情報

2.7.1 天気概況等

室蘭地方気象台が事故当日１１時に発表した北海道地方の天気概況は、次のとお



りであった。

北海道付近の冬型の気圧配置は今夜にかけて崩れ、明日は早くも次の気圧の

谷が日本海から近づく見込みです。午前９時の道内の天気は、曇りまたは晴れ

で、道北や南西部では雪の所が多くなっており、日本海側北部では一部雪の降

り方が強くなっています。今日は日本海側や北部では曇りや雪の所が多いです

が、その他の地方は比較的晴れる見込みです。明日は、南西部から降り出す雪

が次第に全道に広がるでしょう。また太平洋側の海岸地方では雨に変わる所も

ある見込みです。海の波の高さは、今日は２メートルから３メートルと日本海

側で初め高く、明日は後半３メートルから５メートル時化る海域があるでしょ

う。

（付図３参照）

2.7.2 飛行場の気象の観測値

機体揚収地点の南約１２ に位置する鹿部飛行場の事故関連時間帯におけるフラkm

イトサービスの気象日誌によれば、次のとおりであった。

13時00分 風向 ３３０°、風速 １６ 、視程 １０ 以上、天気 晴れ、kt km

雲量 ＦＥＷ、雲高 ４,０００ 、気温 ０℃、露点温度 －７ft

inHg℃、ＱＮＨ ２９.９５

14時00分 風向 ３４０°、風速 １５ 、視程 １０ 以上、天気 晴れ、kt km

雲量 ＦＥＷ、雲高 ４,０００ 、気温 ０℃、露点温度 －７ft

inHg℃、ＱＮＨ ２９.９５

15時00分 風向 ３２０°、風速 １１ 、視程 １０ 以上、天気 快晴、kt km

雲量 ＳＫＣ、気温 ０℃、露点温度 －７℃、ＱＮＨ ２９.９

inHg５

2.7.3 気象台及び地域気象観測所の観測値

1 機体揚収地点の北東約２２ に位置する室蘭地方気象台の事故関連時間帯( ) km

の観測値は、次のとおりであった。

13時00分 風向 北西、風速 ８.７ 、視程 １０ 以上、天気m/s km

晴れ、気温 ０.８℃、露点温度 －８.７℃、海面気圧

hPa１,０１３.２

14時00分 風向 北西、風速 ５.１ 、視程 １０ 以上、天気m/s km

晴れ、気温 １℃、露点温度 －９℃、海面気圧

hPa１,０１３.９

15時00分 風向 西北西、風速 ８.７ 、視程 １０ 以上、天気m/s km



快晴、気温 ０.１℃、露点温度 －９.６℃、海面気圧

hPa１,０１３.９

2 機体揚収地点の西南西約２２ に位置する函館海洋気象台森地域気象観測( ) km

所の事故関連時間帯の観測値は、次のとおりであった。

13時00分 風向 北北西、風速 ８ 、天気 晴れ、気温 １.２℃m/s

14時00分 風向 北西、風速 ８ 、天気 晴れ、気温 ０.９℃m/s

15時00分 風向 北北西、風速 ８ 、天気 晴れ、気温 ０.５℃m/s

3 機体揚収地点の南約１８ に位置する函館海洋気象台南茅部地域気象観測( ) km

所の事故関連時間帯の観測値は、次のとおりであった。

13時00分 風向 北西、風速 ２ 、天気 晴れ、気温 １.６℃m/s

14時00分 風向 北北西、風速 ３ 、天気 晴れ、気温 １.４℃m/s

15時00分 風向 北北西、風速 ４ 、天気 晴れ、気温 ０.８℃m/s

2.7.4 その他の気象に関する情報

1 緊急事態通報を受信直後、現場付近に向かい捜索救難を行ったＡ社の訓練( )

機ＪＡ４１９３及びＪＡ５３１４の操縦教員によれば、捜索当時の海上の気

象状態は次のとおりであった。

上空はかなり強い風が吹き、海上は大きなうねりと波しぶきが上がり、

白波が立っていた。

2 事故発生直後に事故現場と推定された場所（北緯４２度１８分・東経( )

１４０度４６分）付近で捜索に従事した室蘭海上保安部の巡視艇

「ちよぎく」によれば、捜索当時の海上の気象状態は次のとおりであった。

15時30分 風向 北西、風速 １０ 、視程 １０ 、天気 晴れ、m/s km

波の高さ ２ｍ

２.８ 事故現場及び残がいに関する情報

2.8.1 事故現場の状況

機体揚収地点は、室蘭市地球岬南西約２２ の内浦湾の海底で、揚収船に搭載さkm

れた探査艇が撮影したビデオ・テープによれば、機体は、機首を北西に向け、ほぼ

原形を保ち、水深約９０ｍの砂地に、脚下げ状態で沈んでいた。

2.8.2 損壊の細部状況

機体の回収にあたっては、探査艇によって、プロペラにロープを巻き付け、揚収

船のクレーンにより、海底からゆっくり引き揚げ、水面付近で機体が水平になるよ

うベルトを巻き直し、船上に引き揚げた。直ちに、機体に付着した塩分除去のため、



温水洗浄を行った。機体には、燃料温度等の計測のための付加装置が装備されてい

た。

1 胴 体( )

胴体中央部の右側面下部に取り付けてあるステップが前方に傾き、取付部

分の胴体底部外板が内側に凹んでいた。

2 機 首( )

エンジンカウリングの前方下部が前脚ドア前方部からスピンナー下部まで

欠損し、左後部下部のカウリング機体取付部分が内側に凹み、破断及び損傷

していた。

3 降着装置( )

① 前脚及び左右主脚のホイール及びブレーキハウジング（マグネシウム合

金部品）が海水により腐食損傷していた。

② 左右主脚ドアヒンジ部が破損し、ドア・リンクでぶら下がっていた。

4 主 翼( )

① 右燃料タンク付近の主翼前縁部分が上下に潰れて変形及び損傷していた。

② 左翼前縁部が部分的に凹み、変形及び損傷していた。また左翼フラップ

及び左翼エルロン全体が波状に変形し、フラップ内側ヒンジ部下面が変形

していた。

5 エンジン( )

① エンジン構造下部のオイルサンプ・アセンブリー及びエンジン駆動燃料

ポンプ・カバー（いずれもマグネシウム合金部品）が海水により腐食損傷

していた。

② フューエル・インジェクターの出口側エルボにジョイント・チューブを

介し、追加装備として燃料系統の付加計測器（燃料圧力センサー、燃料温

度センサー及びティー・フィッティング）が取り付けられており、同ジョ

イント・チューブが破断していた。

（付図４及び写真３、４参照）

2.8.3 その他計器等の指示及び位置

海底から引き揚げられた直後、事故機から発見された書類、事故機の主要な計器

指示値、操作装置のスイッチ及びレバーの位置並びに無線航法通信機の状態は、次

のとおりであった。

1 書類( )

航空機登録証明書

耐空証明書

搭載用航空日誌



飛行規程

事故前日（３月３日）の試験飛行記録（試験飛行のデータを記録した書

類）

2 計器指示値( )

速度計：０ 、時計：２時１１分、水平儀：左２５°、高度計： ２,１４kt -

０ 、ＱＮＨ：２９.９７ 、回転計：０ 。ft inHg rpm

3 操作装置のスイッチ及びレバ－の位置( )

バッテリーＳＷ ＯＦＦ

イグニッションＳＷ ＯＦＦ

オルタネーターＳＷ ＯＦＦ

エマージｪンシー・ランディング・ギアＳＷ ＯＦＦ

燃料ブースターポンプＳＷ ＯＮ

ラジオ・マスターＳＷ ＯＮ

ＲＭＩ／ＮＡＶ・ＳＷ ＯＮ

ＥＬＴ ＯＮ

オルタネート・エアー・レバー 開

フラップ・レバー 一段下げ

ランディング・ギア・レバー 下げ

ラダー・トリム 中立

スタビレーター・トリム 中立

スロットル・レバー １／３開

プロペラ・レバー 最後方位置（低回転）

ミクスチャー・レバー リッチ（濃）

全サーキット・ブレーカー ＩＮ

4 無線航法通信機の状態( )

ＡＤＦ、ＶＨＦ・ＣＯＭ、ＶＨＦ・ＮＡＶ、ＤＭＥ及びＡＴＣトランスポ

ンダーの各スイッチは、全てＯＮであった。

上記無線機器は液晶表示のため、選択された地上局の無線周波数を読みと

ることはできなかった。

２.９ 医学に関する情報

室蘭海上保安部からの情報によれば、次のとおりであった。

遺体は、３月６日に２名、８日に１名が北海道大学医学部法医学講座において

司法解剖が実施された。

死因は、３名共「ライフジャケットを装着して海上を漂流中、低体温に陥り、

溺死した 」と検案された。。



２.１０ 捜索、救難に関する情報

事故当日１４時０６分ごろ、森空域及び豊浦空域で訓練飛行中のＪＡ４１９３及び

ＪＡ５３１４は、機長からの緊急事態送信を受信した後、直ちに訓練を中止し、機長

が送信した不時着水の海域へ向かい捜索を開始したが、搭乗者及び機体は発見できな

かった。

一方、東京救難調整本部（以下「東京ＲＣＣ」という ）は、１４時１４分ごろ、。

Ａ社から「１４時０５分、ＪＡ４１９２から鹿部の北東１２ 、高度３,０００ でnm ft

エンジン停止、海上に不時着する旨の通報があった 」との情報を入手し、捜索救難活。

動を開始した。

また、札幌航空交通管制部は、内浦湾付近において、１４時０５分ごろから１４時

１２分ごろの間、航空機用救命無線機（ＥＬＴ）の発信する緊急信号を受信すると共

に、函館ＶＯＲの南１６マイル付近をＩＦＲで飛行中のＪＡ８８８１のパイロットか

ら、１４時０８分ごろ、同緊急通信を受信した旨の報告を受け、直ちに、その旨を東

京ＲＣＣに通報した。

１４時２３分ごろ、鹿部飛行場から離陸したＡ社所属セスナ式１７２Ｐ型ＪＡ３９

２４も捜索に加わり、３機で１５時３０分ごろまで捜索活動を実施したが、搭乗者並

びに機体及び漂流物は発見できなかった。

更に、海上保安庁、警察等の関係機関及び漁業協同組合により、内浦湾の全域の海

面及び海岸の捜索が行われたが、搭乗者並びに機体及び漂流物は発見されなかった。

３月５日、巡視船、航空機等による海面及び海岸の捜索が行われ、１０時ごろ、巡

視船が、ライフジャケットを装着して海上を漂流中の２遺体を発見し、収容した。こ

の時の海水温度は＋５℃であった。残る同乗者１名並びに機体及び漂流物は発見され

なかった。

３月６日、悪天候のため、大型巡視船のみによる海面及び車両による海岸の捜索が

行われたが、残る同乗者１名並びに機体及び漂流物は発見されなかった。

３月７日、天候が回復し、巡視船、航空機等による海面と内浦湾の広範囲にわたる

海岸の捜索が行われ、１３時ごろ、捜索中の巡視船が、ライフジャケットを装着して

漂流中の残る１名の遺体を発見し、収容した。搭乗者全てが発見されたが、機体及び

漂流物は発見されなかった。

３月８日、巡視船、航空機等による機体捜索活動が行われたが、機体発見にいたら

ず、東京ＲＣＣは、同日１７時３４分、日没をもって同機に関する捜索救難活動を終

了した。

３月４日から８日までの間に、室蘭海上保安部等の関係機関及び漁業協同組合が、

延べ航空機４２機、船艇７４隻、車両２０７台、人員約６５０名をもって捜索活動に



当たった。

Ａ社は、引き続き機体の捜索を実施し、４月１７日、探査艇により内浦湾の海底約

９０ｍに沈んでいる機体を発見した。４月２１日午後、機体は揚収船により海中から

回収された。

２.１１ 事実を認定するための試験及び研究

2.11.1 エンジン、プロペラ等の調査

エンジン分解調査、プロペラ分解調査、燃料分析調査、潤滑油分析調査、エンジ

ン計器分解調査を実施した結果、エンジンに追加装備された計測装置を除き、エン

ジン停止又はプロペラの機能不良若しくは、異常振動につながるような不具合は認

められなかった。

2.11.2 同機に取り付けられた温度等計測装置の概要

整備士の口述によると、同機に取り付けられた計測装置は、概略次のとおりであ

った。

寒冷時のエンジンの運転性能を分析及び検討するため、３月１日から２日ま

での間に、以下の主要なエンジン・データーを収集する各種温度等計測装置が

ＪＡ４１９２に取り付けられた。

1 エンジン出力の計測装置として、エンジン前部に回転数センサーを、( )

またシリンダー・ヘッドに吸気圧力センサーを取り付けた。燃料系統の

付加計測器としてフューエル・インジェクターの出口側エルボにジョイ

ント・チューブを取り付け、これに３方向分岐ティー・フィッティング

を取り付け、そのティー・フィッティングに燃料圧力と燃料温度のセン

サーを取り付けた。

また、スロットルレバーの変位量を計測するセンサーがインジェクタ

ー・スロットル・リンク部に取り付けられた。

2 エンジン及び補機の温度計測のため、エンジンの吸気管、エンジン・( )

カウリング内面、防火壁及びマグネトー並びにインジェクター表面に温

度センサーが取り付けられた。

3 操縦系統の変位量の計測装置として、エルロン、ラダー、エレベータ( )

ーのコントロール系統にレーザー変位計が取り付けられた。

4 機体姿勢の計測のため及び測定データの収集のための装置として、右( )

操縦席を取り外した後の座席用レールにレーザー・ジャイロ及び携帯用

ディジタル記録装置（ノートパソコン）が取り付けられた。



2.11.3 携帯用ディジタル記録装置のハードディスク及び付加計測器等の調査

1 携帯用ディジタル記録装置のハードディスク（ＨＤＤ）の調査( )

ＨＤＤの分解検査を実施した結果、記録情報蓄積用媒体が割れ、磁性膜か

ら基盤まで海水により腐食され、記録データの読みとりはできなかった。

2 エンジン部の燃料系統に取付けられた付加計測器の調査( )

当該計測器（総重量約２４０ｇ）は、2.8.2 5 ②で述べたとおり、フュー( )

エル・インジェクター上面にある燃料出口孔のエルボに、ジョイント・チュ

ーブを介し片持支持の状態で取り付けられていた。

フューエル・インジェクターで制御された燃料が、当該計測器を通り、フ

ューエル・マニホールドを経由して、シリンダー内に噴射されるようになっ

ていた。従って、当該計測器のジョイント・チューブが破断すると、燃料が

エンジンへ供給されなくなる。

（付図４－１参照）

3 ジョイント・チュ－ブ及びその破面観察( )

燃料出口孔のエルボにつながったジョイント・チューブが破断及び腐食し

ていたことから、ジョイント・チューブに係る破面観察を科学技術庁金属材

料技術研究所の協力を得て行った。その結果は、次のとおりであった。

① 構造及び材質

当該チューブは、その両端に配管及び機器等を接続できるようになっ

ていて、カップリング・ナットを締め付けると、スリップ・リングによ

って、当該チューブのフレアー部分と接続される部品（エルボ等）の接

続面が密着し、燃料が漏洩しないような構造になっていたが、スリップ

・リングを保持するためのリング溝の隅がシャープに加工されていた。

このため、同チューブの肉厚がリング溝底部で最も薄くなっていたこ

とに加えて、同リング溝底部の隅は、強度的にも大きな応力（応力集

中） が作用する箇所（破壊起点）であったと考えられる。

なお、当該チューブの硬度試験及び定性分析の結果から、その材質は、

アルミ合金（２０１７－Ｔ４）と推定された。

（付図５参照）

② 破面観察

破断したジョイント・チューブの破面は、海水による腐食が著しい状

態であったため、破面の様相を破壊しないよう慎重な化学処理を施した

後、観察が行われた。その結果は、次のとおりである。

巨視的観察によれば、ジョイント・チューブは、スリップ・リン

グの溝の隅がシャープに加工されていたため、応力集中が生じ易い



状況にあったことから、この部分から疲労亀裂が進展して、スリッ

プ・リング溝に沿って、同ジョイント・チューブの軸に垂直な面で、

完全に破断していた。

微視的観察では、破壊起点と考えられるスリップ・リング溝の切

り欠き底の隅を中心に、ほぼ肉厚を半径とした円弧状領域で、スト

ライエーション（条痕模様）が形成されていた。これに続く残りの

領域は、ディンプル（円形の凹状模様）領域で占められていたこと

から、起点である同スリップ・リング溝の切り欠き底の隅に、疲労

亀裂が発生し、それが進展して破断したものと推定される。破面に

ある円弧上の疲労領域で観察されたストライエーション幅、疲労亀

裂進展特性、繰り返し曲げ応力から、疲労破壊した繰り返し数は、

、概ね３,０００回と推算された。これは、2.11.5に記述するとおり

ジョイント・チューブは、エンジンにより振動周波数８０ 付近でHz

加振されていたことから、破断に至るまでの時間は、概ね１分と推

算される。

以上の結果から、当該ジョイント・チューブに曲げによる比較的大きな繰

り返し応力が働き、比較的少ない繰り返し回数で疲労亀裂が発生して伝播し、

ジョイント・チューブが短時間のうちに破断したものと推定される。

（写真５参照）

2.11.4 飛行調査

2.11.3 3 に記述されたジョイント・チューブの破面観察の結果、同チューブが( )

短時間の内に疲労により破断したものと推定されることから、同チューブには、試

験飛行中、短時間のうちに大きな荷重が作用したことが考えられる。

これは、事故当時に実施された試験項目のうち、同チューブに大きな飛行荷重

（２Ｇ相当）が数分程度連続して作用するスティープ・ターン（バンク６０度を保

持し、７２０度左右旋回）が考えられることから、同機の事故当日の試験飛行計画

による試験項目と経過時間との関係を推定するため、別添試験飛行計画書に基づき、

同型式機の飛行機を使用して飛行調査を行い、以下に述べる①による飛行調査条件

の下で、②のとおりの計測結果を得た。

（付図６参照）

① 飛行調査条件

・条件ａ 試験飛行計画書により、同機が、離陸して試験飛行を行ったと

推定される砂崎と室蘭の中間付近の空域まで達した後、スティー

プ・ターンを終了するまでの各項目について、離陸からの時間を



計測する。

・条件ｂ 離陸から５,０００ まで連続上昇を行い、４,５００ 及びft ft

５,０００ 到達所要時間を計測する。ft

② 計測結果

項目 ＼ 条件 条件ａ 条件ｂ

離 陸 ０分 ０分

2,500 到達時間 ４分ft

3分間の水平飛行終了 ７分

4,500 到達時間 １１分 ８分ft

5,000 到達時間 １２分 ９分ft

砂原と室蘭の中間点 １６分 （１３分）

ｽﾛｰ･ﾌﾗｲﾄ 開始時間 １８分 （１５分）

ｽﾛｰ･ﾌﾗｲﾄ 終了時間 ２５分 （２２分）

ｽﾃｨｰﾌﾟ･ﾀｰﾝ開始時間 ２７分 （２４分）

ｽﾃｨｰﾌﾟ･ﾀｰﾝ終了時間 ３１分 （２８分）

注１：条件ｂの（ ）の時間は、条件ａの時間から３分間の水平飛行

時間を差し引いた推定時間 （下記 参照 ）。 。(a)

所要時間は分単位でまるめてある。

注２：飛行調査を実施した日の外気温度は２３℃で、ＱＮＨは

３０.１２ であった。inHg

注３：スロー・フライトとは、低速度での飛行をいう。

注４：スティープ・ターンとは、傾斜角６０°での釣り合い旋回飛

行で、この時、２Ｇ相当の飛行荷重が飛行機に作用する。

1 ①条件ｂ項の飛行調査結果、運航関係者等の口述及び機長との交信記録か( )

ら、同機の飛行計画による試験項目と時間の関連は、以下のとおり推定され

た。

飛行調査においては、離陸から４,５００ までの所要時間が８分で(a) ft

あったが、事故当日の交信によれば、ＪＡ４１９２は、離陸から６分後

に４,５００ に達した。飛行規程の上昇性能表より、事故当日の飛行ft

条件を基に離陸から４,５００ までの所要時間を計算すると６分であft

ることから、事故当日、当初の飛行計画にある上昇途中での２,５００

の３分間水平飛行は行われなかったものと推定された。ft

飛行調査結果によれば、離陸からスティープ・ターン開始までの時間(b)

が約２４分であったと推定される。事故当日、離陸からエンジン不調の

緊急通信が行われるまでの時間が２５分であったことから、ＪＡ４１９



２が、４,５００ の高度に達した後、飛行計画どおりに飛行していたft

と仮定すれば、同機がエンジン不調となったのは、スティープ・ターン

を実施中であったものと推定された。

2 飛行調査結果によれば、スティープ・ターンを行った時のエンジン回転速( )

度は約２,５００ であった。これは同型式機において、こうしたスティーrpm

プ・ターンを行う場合の通常の回転速度である。

以上の飛行調査結果から、同機が離陸してから約２５分後、機長からのエンジン

不調の緊急通信が発信された時期は、スティープ・ターンを実施中であり、同機の

燃料系統の付加計測器にも２Ｇ相当の飛行荷重が数分程度継続して作用したものと

推定される。

2.11.5 燃料系統の付加計測器の振動特性に関する調査

ジョイント・チューブの疲労破壊は、スティープ・ターンによる２Ｇ相当の飛行

荷重にエンジンからの振動荷重が重畳して発生した可能性が考えられる。そこで、

エンジンの回転に伴い、付加計測器にどの程度の振動が発生するかを確認するため、

以下の調査を実施した。

供試体としては、事故機と同型式のエンジン及びプロペラを使用し、事故機

と同等の改造形態となるようにフューエル・インジェクターに、付加計測器を

同等のジョイント・チューブで取り付けた。

振動計測用センサーは、ジョイント・チューブに作用した疲労荷重の方向と

対応させるため、付加計測器の上下、左右方向の振動が計測できる箇所に取り

付けた。

以上の準備のもとに、供試体の台上試験を実施した。

事故時の飛行状態を仮定して、エンジンの回転速度を２,４００～

２,６００ とし、約６０％の出力状態でエンジンを運転したところ、振rpm

動周波数８０ 付近で、付加計測器に最も大きな振動レベルの値が認めらHz

れ、振動レベルのパワースペクトルにも同周波数付近でシャープなピーク

が認められた。

この振動試験で得られた振動レベル他のデータを用いて、スティープ・

ターン中のジョイント・チューブの疲労寿命を推定した結果、破断までの

繰り返し数は概ね２０,０００回と推算され、破断に至るまでの時間は、

概ね４分と推算された。

以上の調査結果から、事故当日、同機がスティープ・ターンを実施した際、エン

ジン回転速度が２,５００ 、６０％出力付近であったと仮定すれば、付加計測器rpm

に加わったエンジンからの振動は、ジョイント・チューブが数分の内に疲労破壊に



至り得るレベルであったものと推定される。

２.１２ その他必要な事項

2.12.1 Ａ社における訓練空域

Ａ社の社内規定に基づく飛行訓練は、鹿部飛行場周辺及び内浦湾空域で行われて

いる。

(MORI) (MURORAN) (TOYOURA) (DATE) (BEN当該空域は、Ｗ 、Ｅ 、ＮＷ 、ＮＥ 及びＳＥ

の５空域に区分され、各々は、空中操作及び基本計器飛行毎に高度制限TENMISAKI)

（５,０００～１０,０００ ）を付加して、使用されている。ft

なお、事故当日、同機が試験飛行のため使用したＥ空域は、室蘭と鹿部の間に位

置し、ほとんど海上域の上空に設定されており、高度制限が５,０００ 以下となft

っている。他の空域は陸と海が混在する区域の上空に設定されている。

（付図２参照）

2.12.2 非常操作手順、滑空時間及び距離

同型式機の飛行規程の非常操作手順には、種々な非常事態又は緊急事態を想定し

た推奨操作手順が記述され、その第３章には、パワー・オフ・ランディングについ

て､「最良滑空角（７９ ）にトリムし、エンジンをウインド・ミル状態にし、KIAS

プロペラ・コントロールを最後方位置にすると、高度１,０００ につき機体は、ft

約１.６ 滑空できる 」と記述されている。nm 。

2.8.3 3 で述べたとおりプロペラ・レバーが最後方位置であったことから、機長( )

は、上記手順に記述されたようにエンジンをウインド・ミル状態にしていたことが

考えられる。同機が気圧高度３,０００ でエンジン不調となった時、機長は、ft

エンジン出力が回復しないと判断して、滑空状態で不時着水を決意し、エンジン無

出力状態での滑空飛行を行ったことが考えられる。

事故当日の気象条件から、事故当時の地上大気温度が約０℃であったことから、

気圧高度３,０００ における外気温度は、おおよそ－６℃と推算され、この外気ft

温度における同機の滑空時間及び距離は、当該飛行規程の第５章に記載された「滑

空時間及び距離」のチャート（以下の 1 条件が付されたもの）からプロットする( )

と最大約２分、約４ と推算された。km

1 条件( )

① 脚位置 上げ

② フラップ位置 上げ

KIAS③ 機速 ７９

④ エンジン出力 無出力状態



lb⑤ 全備重量 ２,７５０

⑥ 風速 無風

⑦ プロペラ・コントロール 最後方位置（高ピッチ／低回転）

なお、事故当時の事故機の重量は、２,５９０ と推算されること及び１４時lb

０３分ごろ、気圧高度３,０００ でエンジン不調となったこと、並びに１４時ft

０５分ごろ、１,０００ 高度低下となったことが緊急通報されていること、ft

また、いずれかの時点で脚下げが行われていることから、前述の飛行規程にある

１.６ ／１,０００ の滑空性能等を考慮しても、事故機の滑空距離は最大でも約nm ft

８ と推算される。km

2.12.3 Ａ社における温度等計測装置の実機への取付

Ａ社は、Ｂ社とエンジン各部の温度計測等の調査に係る契約を結び、調査業務を

請け負った。Ａ社は、この契約に基づき３月１日及び２日、温度等計測装置をＪＡ

４１９２に取り付けた。

航空機への温度等計測装置の取付けのような改造を行う場合、一般的に整備部門

において、必ず発注者の仕様書に基づく改造が、耐空性に影響があるか否かの技術

的検討を加えることの要否を判定することが必要となる。技術的検討が必要と判定

された場合は、技術担当者による検討がなされ、作業手順書が作成される。しかし、

Ａ社では同機への温度等計測装置の取り付けに当たり、技術的検討がなされた形跡

はなく、作業手順書も作成されていなかった。

2.12.4 事故前日（３月３日）に実施された試験飛行について

同機は、３月３日午前中、機長及びＢ社社員２名が同乗し、同日の試験飛行計画

書に基づき、試験飛行が実施された。

試験飛行計画の内容は、概略次のとおりであった。

離陸後、１０,０００ まで最大出力で連続上昇し、水平飛行後、エンジンft

の温度等が安定するまで巡航飛行を行い、安定後、１４０ 、１２０ 、kt kt

１００ 及び８０ の機速を保持し、それぞれ６０秒間エンジン回転速度が緩kt kt

速での降下を連続して行うもので、３月４日に実施されたような大きな飛行荷

重を伴う試験項目はなかった。

揚収された機体の内から、３月３日に実施された試験飛行のデータを記録した書

類が回収された。それによれば、同日には計画どおりに飛行が行われ、同計画書ど

おりの試験項目が実施されていたものと推定される。

このことから、３月４日、事故当日の試験飛行も試験飛行計画書どおりに実施さ

れたものと推定される。



2.12.5 航空法との関連について

同機に取り付けられた温度等計測装置は、取り付けることが、航空法第１６条第

３項の規定による試験飛行等の許可を要する改造に該当するものであった。しかし、

2.12.3で述べた経緯から当該許可に係る申請はされていなかった。

３ 事実を認定した理由

３.１ 解析

3.1.1 機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい

た。

3.1.2 同機は、今回の改造作業に係る部分を除き、所定の整備及び点検が行われて

いた。

3.1.3 同機への温度等計測装置を取り付けるに当たり、耐空性に影響があるか否か

の技術的検討がされておらず、また作業手順書が作成されていなかったものと推定

される。

3.1.4 同機は、温度等計測装置が取り付けられた後、所定の試験飛行等の許可は取

得されていなかった。

3.1.5 調査の結果、同機には、燃料系統の付加計測器と接続されていたジョイント

・チューブの破断以外、事故に結びつくような異常はなかったものと推定される。

3.1.6 事故当時の鹿部飛行場の風向は３４０°、風速は１５ と観測され、また、kt

内浦湾の海水温度は５℃、波高は２ｍであったものと推定される。

3.1.7 Ａ社の運航関係者の口述、無線交信内容、機体調査の結果、東京ＲＣＣの情

報等から、事故当日の同機の事故に至るまでの飛行の経過は、以下のとおり推定さ

れる。

1 同機は、試験飛行のため、前席左側に機長、後席に２名計３名が搭乗し、( )

１３時３８分ごろ鹿部飛行場を離陸した。その後、同機は、当初計画してい



た空域をＷ（ＭＯＲＩ）空域からＥ（ＭＵＲＯＲＡＮ）空域に変更して高度

４,５００ から５,０００ まで連続上昇した。ft ft

2 同機が、離陸してから約２５分の１４時０３分ごろ、機長からエンジン不( )

調の緊急通信がフライトサービスに発信された。

3 同機は、その約２分後の１４時０５分ごろ高度約２,０００ でエンジン( ) ft

が停止し、エンジン無出力状態での滑空中、ＥＬＴの発信及び滑空飛行の操

作が行われた。

4 同機は、１４時０５分にエンジン停止となった後、滑空して、１４時１０( )

分ごろ室蘭市地球岬沖海上に不時着水した。

5 同機は、脚下げ状態で、波高約２ｍの海上に不時着水後、水没した。機長( )

及び同乗者２名計３名は、救命胴衣を装着して機外に脱出し、海上を漂流し

ていた。

3.1.8 運航関係者の口述から、同機が、使用空域をＷ空域からほとんどが海域の上

空であるＥ空域に変更したことについては、Ｗ空域が既にＡ社の他の訓練機により

使用されていることを機長が知り、安全運航を考慮して他機の使用していない同空

域に変更したことが考えられるが、その理由を明らかにすることはできなかった。

3.1.9 同機は、次のことからほぼ試験飛行計画に基づき飛行していたものと推定さ

れ、離陸から約２５分後にエンジン不調となった時には、2.11.4に述べたとおりス

ティープ・ターンの試験項目を開始していたものと推定される。

1 整備関係者の口述から、試験飛行計画は、事前に、機長と整備士及びＢ社( )

社員２名により、詳細な打ち合わせがなされた上で、実施されたものと推定

されること。

2 2.12.4に述べたことから、事故前日に実施された試験飛行が同日の試験飛( )

行計画書のとおり実施されていたと推定されること。

3.1.10 機体調査の結果から、同機は、エンジンの燃料系統に取り付けられたジョ

イント・チューブが破断して燃料がエンジンに供給されなくなり、エンジンの無出

力状態に至ったものと推定される。

3.1.11 ジョイント・チューブが破断したことは、2.11.3 3 に述べた破面観察及び( )

2.11.5に述べた振動に関する調査の結果から、比較的大きな繰り返し応力が作用し、

比較的短時間（数分）の内に、疲労破壊したことによるものと推定される。

同ジョイント・チューブに疲労破壊が生じたことについては、以下の要因が、複



合したことが考えられる。

1 2.11.3 2 で述べたとおり、当該ジョイント・チューブは、重量物( ) ( )

（２４０ｇ）である付加計測器と接続されて、ほぼ片持支持の状態で取付け

られていたこと及びリング溝の隅がシャープに加工されていたため、大きな

繰り返し曲げ荷重が作用し易い状態にあったものと推定される。

2 2.11.5で述べたとおり、事故当日の試験飛行中に、当該ジョイント・チュ( )

ーブにエンジンからの加振が、振動周波数８０ 付近で、大きく作用したもHz

のと考えられる。

3 3.1.9で述べたとおり、同機のエンジン不調はスティープ・ターンの試験( )

飛行中に生じたものと推定され、その際、機体に飛行荷重が作用したと推定

される。この時、ジョイント・チューブにも、同様に飛行荷重による２Ｇ相

当の荷重が重畳されたものと推定される。

3.1.12

同機がエンジン不調になった位置が鹿部飛行場から北東１２ （約２２ ） と陸岸nm km

から離れていたのに対し、2.12.2で述べたとおりエンジン無出力状態での同 機の滑

空距離は最大でも約８ と推算されることから、同機は陸地に到達できず、 海上にkm

不時着したものと推定される。なお、エンジン不調となった上空から砂崎へ 向かっ

て飛行した際、同機は、ほぼ横風を受けていたため、同機の滑空距離は風に よる伸

びはなかったものと推定される。

3.1.13 同機の不時着水後、機長他２名計３名が救命胴衣を装着して機外に脱出し

たものと推定される。しかし、同機が不時着したと推定される地点付近の海上が、

事故当時、北西の風１５ 、波高２ｍ、強風と高波の状態であったこともあり、kt

発見は翌３月５日及び３日後の３月７日になったものと推定される。

４ 原 因

本事故は、同機に燃料温度等の計測装置が、適切な技術的検討がなされないまま取

り付けられたため、その装置の内、燃料系統の付加計測器に接続されていたジョイン

ト・チューブが疲労破壊して、エンジンに燃料が供給されなくなり、エンジンが停止

して海上に不時着し、水没したことによるものと推定される。



５ 参考事項

1 本事故に関し、運輸省東京航空局は、Ａ社に対し、平成１１年３月３１日付け、( )

「安全性確保のための業務改善勧告、東空域第１０２号、東空運第２３９号」を

発し、航空法過誤及び整備管理体制に問題があることを指摘し、航空法を始めと

する法令の遵守の周知徹底を図り、総合的かつ抜本的な安全対策を策定し、平成

１１年４月３０日までに報告するよう勧告した。

2 勧告を受けたＡ社は、運輸省東京航空局長に対し、平成１１年４月２３日付け、( )

「安全性確保のための業務改善勧告に対する改善措置について」を提出し、関連

法令及び規程類の再教育と法令遵守について周知徹底を行ったこと、受託業務及

び改修作業等の起案検討書を整備部長が発出する整備部受託実施要領等を新設し

たこと、法令及び規程類の遵守について社内監査機能を新設したこと、並びに運

航管理体制の内容の周知徹底も含め、業務改善の実施について報告した。
























